
告示第 ５３ 号 

 知名町ふれあい交流移動ステージ貸出要綱を次のように定めた。 

  平成２８年８月１９日 

知名町長  平安正盛    

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、ふれあい交流移動ステージ（以下「ステージ」という。）を貸し出す

ことにより、イベント等の開催の機会を増やし、もって地域を活性化するため、ステー

ジの貸出し等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （対象者等） 

第２条 ステージの貸出しは、沖永良部島内で開催されるイベント等で使用する場合に限

り、行うものとする。 

 （貸出の申請） 

第３条 ステージの貸出しを受けようとする者は、ふれあい交流移動ステージ貸出申請書

（様式第１号）を提出して承認を得なければならない。 

 （貸出の承認） 

第４条 町長は、前条の申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当する場合は、

承認しないものとする。 

 (1) ステージを使用しようとするイベント等が、法令若しくは公序良俗に反し、又は反

するおそれのあるとき。 

 (2) ステージを使用しようとするイベント等が、特定の個人、政党若しくは宗教団体を

支援し、若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあるとき。 

 (3) 第７条に規定する事項に従って使用されないおそれがあるとき。 

 (4) その他業務上又はステージの管理上支障があると認められるとき。 

２ 町長は、ステージ貸出承認（不承認）通知書（様式第２号）をもって、貸出希望者に

貸出の可否を通知するものとする。 

３ 同一日に貸出しを希望する複数の申込みがあったときは、原則として先着順で貸出し

を認める者を決定するものとする。 

 （貸出期間） 

第５条 ステージの貸出期間は、貸出日から返却日を含めて２日以内とする。ただし、特

に町長が認める場合は、この限りでない。 

 （使用料） 

第６条 使用料は、別表のとおりとする。ただし、運搬等に係る経費は、借受者の負担と

する。 

 （借受者の遵守事項） 

第７条 ステージを借用した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

 (1) ステージの設置から返却までを借受者の責任により行うこと。 



 (2) 紛失又は破損した場合は、速やかに町に連絡し、その弁償又は修理に関する費用は

借受者の負担とすること。 

 (3) ステージ借用中に発生した事故等については、町は一切の責任を負わないこと。 

 (4) 借用したステージは、他人に貸し出してはならない。 

 (6) 海、水中その他足場が悪い場所等においてステージを使用しないこと。 

 （補足） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

 

別表（第６条関係） 

 ステージ使用料 

区分 無料のイベント等 有料のイベント等 備考 

天板１枚あたり 

（脚部含む） 
200 円／日 500 円／日 全部で 45 枚 

フルセット 5,000 円／日 20,000 円／日  

付属品 200 円／日 500 円／日
ステップ階段 

やぐら用品 

 ※ 使用料の日数の計算については、イベント等の開催期間の日数に応じて計算するも

のとし、準備・撤去に要する日数は含めないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第３条関係） 

 

ふれあい交流移動ステージ貸出申請書 

 

年 月 日  

 

 知 名 町 長 殿 

（企画振興課扱い） 

 

申請者 住 所              

氏 名            印 
（※自署の場合、押印不要）   

連絡先              

 

 ふれあい交流移動ステージの使用について、次のとおり申請します。 

 なお、使用に当たっては遵守事項を守ります。 

 

１ イベント名                          

 

２ 日   時                          

 

３ 場   所                          

 

４ 入場料等の有無                        

 

５ 使用内容 

 

 

 

  

６ その他  イベント内容がわかるようなチラシ等を添付 

 

【遵守事項】 

 (1) ステージの設置から返却までを借受者の責任により行うこと。 

 (2) 紛失又は破損した場合は、速やかに町に連絡し、その弁償又は修理に関する費用は借受者の負担とすること。 

 (3) ステージ借用中に発生した事故等については、町は一切の責任を負わないこと。 

 (4) 借用したステージは、他人に貸し出してはならない。 

 (6) 海、水中その他足場が悪い場所等においてステージを使用しないこと。 

区分 枚数等 

天板（最大 45 枚）       枚 

付属品一式 要  ・  不要 



様式第２号（第４条関係） 

 

第 号  

年 月 日  

 

       様 

 

知名町長 平安正盛    

 

ふれあい交流移動ステージ貸出承認（不承認）通知書 

 

    年 月 日付けで申請のあったふれあい交流移動ステージの貸出について、次の

とおり承認（不承認）すうることに決定したので通知します。 

 

１ イベント名                          

 

２ 日   時                          

 

３ 場   所                          

 

４ 使用承認期間                         

 

５ 貸出承認期間                         

 

６ 使用条件                           

 

 

（不承認の理由） 


